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犬
の
登
録
と

狂
犬
病
予
防
注
射 

に
つ
い
て

川
に
や
さ
し
く
、

　
　
　

生
活
い
き
い
き
浄
化
槽
！

浄
化
槽
設
置
補
助

の
申
込
み
受
付
を

始
め
ま
す

家
の
新
築
や
増
改
築
、

ト
イ
レ
や
台
所
リ
フ
ォ
ー
ム

な
ど
を
計
画
さ
れ
て
い
る
方

は
、
お
早
め
の
準
備
を
！
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日曜祝日在宅医

「
こ
ど
も
の 

　
　
　

読
書
週
間
」

４
月
23
日
〜
５
月
12
日

（
全
国
）

口
座
振
替
に
つ
い
て

自
動
車
運
転
免
許

証
の
住
所
変
更
手

続
き
に
つ
い
て

「
佐
賀
県
男
女

　

共
同
参
画
の
翼
」

　

団
員
募
集
に
つ
い
て

平
成
18
年
度

千
代
田
総
合
支
所

会
計
窓
口
の
収
納

事
務
に
つ
い
て
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6565歳以上歳以上の方の介護保険料介護保険料のお知らせお知らせ65歳以上の方の介護保険料のお知らせ
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※65歳の方の保険料の計算例
（１/10生まれの方の例）

　資格取得月が１月なので、例えば
　　１月分　　２月分　　３月分
　　3000円　　3000円　　3000円
の場合、資格取得月の分は翌月以降に
配分し ２月分　4500円　３月分  4500円
となりますので、ご了承ください。
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４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月

５月１日 

５月31日 

６月30日 

７月31日 

８月31日 

10月２日

４月14日 

― 

６月15日 

― 

８月15日 

―

10月13日 

― 

12月15日 

― 

２月15日 

―

普通徴収 特別徴収

10月 

11月 

12月 

１月 

２月 

３月

10月31日 

11月30日 

12月28日 

１月31日 

２月28日 

４月２日

普通徴収 特別徴収

※特別徴収は年金支払日
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行政書士会によるくらしの相談

行政・人権心配ごと相談

消費生活相談

健康カレンダー（４月13日～５月10日）


